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川辺町学校給食共同調理場給食調理等業務に係る公募型プロポーザル方式実施要領 

 

川辺町学校給食共同調理場給食調理等業務に係る公募型プロポーザル方式を以下のとおり実施する。 

 

令和３年１０月１日 

川辺町長 佐藤 光宏 

１ 目的 

  この要領は、川辺町において実施している学校給食を、「安全・安心」で「楽しく」「おいしい」

給食として児童・生徒に提供するため、複数の業者から最新の知識と技術、さらには豊富な経験に

基づく企画の提案を受け、町の選考基準により審査したうえで委託業者を選考することを目的とす

る。 

 

２ 委託業務 

  川辺町学校給食共同調理場給食調理等業務委託 

  ※ 業務の詳細については、川辺町学校給食共同調理場給食調理等業務委託仕様書を参照のこと。 

 

３ 選考方式 

  公募によるプロポーザル方式 

 

４ 応募要件 

  応募事業者は、次の要件を満たしていること。 

（１） 会社経歴及び経営状態が正常かつ良好なこと。 

（２） 学校給食に深い理解を有し、学校給食の目標達成に協力的であること。また、アレルギー対

応給食の提供について理解していること。 

（３） 学校給食に関する安全衛生管理について、十分な能力を有していること。 

（４） 給食調理業務等従事者に対し、食品の安全衛生管理に関する教育が徹底されていること。 

 

５ 応募事業者の制限 

  次のいずれかに該当する者は、応募事業者となることはできない。 

（１） 公募開始日から契約締結日までの間に、川辺町建設工事請負契約等に係る入札参加資格停止

等措置要領に基づく指名停止を受けている者。 

（２） 国税及び地方税を滞納している者。 

（３） 食品衛生法の規定により営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して２年を経

過していない者。 

（４） 令和２年４月１日以後に、食品衛生法に基づく営業禁止又は営業停止処分を受けた者。 

 



６ 失格要件 

  提案書を提出してから受託者が決定するまでの間に、次のいずれかに該当した場合は、失格又は

審査の対象より除外とする。 

（１） 応募事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

（２） 一の応募事業者が複数の提案を行った場合 

（３） 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（４） 虚偽の内容が記載されている場合 

（５） 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（６） 著しく信義に反する行為があった場合 

 

７ 応募に関する留意事項 

（１） 応募事業者は、提案書の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

（２） 応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

（３） 応募事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、原則として作成者に帰属する。

ただし、採用した提案書等の著作権は、町に帰属する。 

（４） 応募事業者から実施要領に基づき提出される書類は、提出期間に限り補正することができる。

提出期間終了後は変更することができないものとし、また、その理由如何に関わらず提案書の

返却はしない。 

（５） 町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めたり、記載内容に関する聞き取り調査を行う

ことがある。 

 

８ 給食調理業務等従事者の選考 

（１） 仕様書に掲げる給食調理業務等従事者の配置及び資格要件を満たすこと。 

 

９ プロポーザルのスケジュール（事情により変更となることがあります） 

（１） 参加表明書提出期限・・・・・・・・・・・・・  令和３年１１月１日まで 

（２） 説明会及び現地見学会 ・・・・・・・・・・・・ 令和３年１０月２５日(午前中)                            

（３） 質問の受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和３年１１月１日から 

                           令和３年１１月１０日まで 

（４） 質問に対する回答 ・・・・・・・・・・・・・・ 令和３年１１月１５日まで 

（５） 提案書等の提出期間 ・・・・・・・・・・・・・ 令和３年１１月１日から 

                           令和３年１１月２２日まで 

（６） 第１次審査（書類審査）・・・・・・・・・・・・ 令和３年１１月２５日 

（７） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒヤリング）令和３年１１月３０日 

（８） 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和４年４月１日 

 



１０ 提案書等の提出 

（１） 提案書等は、一応募事業者に付き１案とし、２案以上の提出は認めない。 

（２） 提出部数は１４部とする。ただし、正式な提案書等は１部とし、残りの１３部はコピーでも

構わない。 

（３） 提案書等の提出書類は、次のとおりとする。各様式を補完する書類の添付は妨げない。  

番号 書     類     名 様式番号 要提出 

１ プロポーザル参加表明書 様式第１号 ○(事前) 

２ 企業理念に関する提案書 様式第２号 ○ 

３ 経営状況に関する報告書 様式第３号 ○ 

４ 業務実績又は受託体制に関する提案書 様式第４号 ○ 

５ 危機管理体制に関する提案書 様式第５号 ○ 

６ 提案内容の的確性に関する提案書 様式第６号 ○ 

７ 給食調理業務等従事者の雇用に対する待遇の提案書 様式第７号 ○ 

８ 給食調理業務等従事者研修計画に関する提案書 様式第８号 ○ 

９ 学校との食育推進に関する提案書 様式第９号 ○ 

１０ コスト削減に対する取り組みに関する提案書 様式第１０号 ○ 

１１ 見積書 様式第１１号 ○ 

１２ 直近３年分の国税及び地方税の納税証明書（本社分のみ）  ○ 

１３ 登記事項証明書（商業登記）  ○ 

１４ 会社案内のパンフレット  ○ 

１５ 不測の事態発生時の独自の対応マニュアル  ※１ 

１６ 学校給食衛生管理基準に基づいた独自のマニュアル  ※１ 

１７ 質問書 様式第１２号 ※２ 

 ※ １ 独自のマニュアルが作成されている場合は添付してください。 

 ※ ２ 質問がある場合のみ提出してください。 

 

１１ プロポーザルの審査 

  プロポーザルの審査は、川辺町給食調理業務等委託業者選考委員会（教育長、校長、町職員等）

が行うものとする。 

 

１２ 書類審査及び提案の選考 

  この実施要領における審査は、第１次審査及び第２次審査で行うものとします。第１次審査の結

果により上位５事業者を選考し、その上位５事業者の第２次審査によるプレゼンテーション及びヒ

ヤリングを行う。 



（１） 第１次審査（書類審査） 

選考委員会は、提案書等に記載された内容、見積書及び会社概要等について、「給食調理業務等

委託業務におけるプロポーザル審査基準」により採点を行い、総合評価点で順位付けを行い、得点

の高い上位５業者を選考する。ただし、応募事業者が５事業者に満たないとき又は評価の低い応募

事業者が複数あるときは、５事業者に満たない応募事業者を選考することがある。 

（２） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒヤリング） 

選考委員会は、第１次審査において選考された応募事業者を対象に、１事業ずつプレゼンテーシ

ョン及びヒヤリングによる審査を行います。プレゼンテーションは２０分以内とし、ヒヤリングを

２０分程度行う。また、パワーポイント等のパソコンを利用する場合は、各自ご持参ください。な

お、第２次審査の順番については、第１次審査で選考された事業者の中で、提案書等の受付順とす

る。 

（３） 審査の結果 

第１次審査及び第２次審査における選考結果は、該当事業者全員に通知をもって連絡する。ま

た、第２次審査における選考結果は、町のホームページで公表する。 

 

１３ プロポーザル審査における着眼点 

  第１次審査及び第２次審査における評価項目は次のとおりとする。 

（１） 企業評価 

ア 企業理念・・・配点（１次審査１５点、２次審査１０点） 

・学校給食に対する基本的な考え方 

 （本業務の趣旨と合致、先進的な取り組みへの姿勢） 

・学校給食調理業務に取り組む意欲 

 （本業務の事業展開の発展性、将来性） 

  イ 経営状況・・・配点（１次審査５点、２次審査５点） 

    ・経営母体の財務健全性 

     （５年間継続した請負の可能性） 

  ウ 業務実績又は受託体制・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点） 

    ・学校給食調理業務の受託実績又は受託体制 

     （受託実績はあるか、受託できる体制の整備） 

（２） 技術力評価 

  ア 危機管理体制・・・配点（１次審査５０点、２次審査２０点） 

    ・調理及び配送事故、異物混入等発生時の処理体制 

     （事故発生時の対応） 

    ・食中毒、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等発生時の配食体制 

     （事故発生時の配食体制、マニュアルの作成） 

    ・給食調理業務等従事者の健康管理体制 



     （給食調理業務等従事者の健康管理体制） 

  イ 提案内容の的確性・・・配点（１次審査５０点、２次審査２０点） 

    ・こども園給食の専門性、サービス水準 

     （サービス水準向上のための取り組み） 

    ・安定的な提供に関する実施方針 

     （指揮命令系統、町との連絡体制） 

    ・給食調理業務等従事者の配置計画 

     （有資格者、実務経験者の配置などの組織体制） 

  ウ 給食調理業務等従事者の雇用に対する待遇・・・配点（１次審査２０点、２次審査１０点） 

    ・給食調理業務等従事者の休暇の確保及び代替員確保体制 

     （有給休暇の取扱い、休暇の代替員の確保） 

    ・給食調理業務等従事者の勤務体制とローテーション 

     （長期雇用の取り組み、給食調理業務等従事者の負担軽減） 

    ・地元採用計画 

     （地元採用の優先性） 

  エ 給食調理業務等従事者研修計画・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点） 

    ・給食調理業務等従事者に対する巡回指導 

     （給食調理業務等従事者の監視、指導の徹底） 

    ・受託から給食開始までの研修計画 

     （業務の引継計画、指揮命令系統の確立） 

  オ 学校との食育推進・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点） 

    ・学校との連携と食育の取り組み 

     （学校との連携、食育の推進） 

（３） コスト評価 

  ア コスト削減に対する取り組み・・・配点（１次審査３０点、２次審査２０点） 

     （コスト削減への姿勢） 

 

１４ 委託金額の上限 

この給食調理等業務にかかる委託金額の上限は下記のとおりとし、提案書等で提出された金額を

もとに契約を締結する。町は、契約金額のうち令和４年度から令和８年度までの金額を債務負担行

為として予算計上。 

 

 令和４年度   ３７，８００千円 ＋（消費税及び地方消費税） 

   令和５年度   ３７，８００千円 ＋（消費税及び地方消費税） 

   令和６年度   ３７，８００千円 ＋（消費税及び地方消費税） 

   令和７年度   ３７，８００千円 ＋（消費税及び地方消費税） 



   令和８年度   ３７，８００千円 ＋（消費税及び地方消費税） 

    合  計  １８９，０００ 千円 ＋（消費税及び地方消費税） 

 

１５ 契約の締結 

(1) ２次審査の最高得点者を本業務の最優先候補者とし、契約交渉を行う。 

(2) 最優先候補者が契約を締結しない場合は、次に得点の高い事業者から順に契約交渉を行い、合

意に達した事業者と契約を締結する。 

(3) 審査委員会が適切でない事業者と判断した場合は、契約交渉を行わない。 

(4) 当初契約においては、５年間調理食数等変更がないものとした金額で契約する。ただし、調理

食数の大幅な変動又は消費税率の変更等により経費に変動がある場合は、双方の協議により変更

契約できるものとする。 

(5) 予算が成立しなかった場合は、契約は締結しない。 

 

１６ その他 

(1) 契約を締結する予定の事業者は、その選定された日から令和４年３月３１日までの間を準備期

間とし、指導員の確保、指揮命令系統の確立、備品の確認等を行うものとする。なお、開設の準

備に要する費用は、事業者の負担とする。 

 

１７ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法  参加事業者は、法人名、担当者名、担当者連絡先及び質問内容を簡潔にまとめ、

ＦＡＸ又は電子メールで提出するものとし、電話での質問は受け付けない。なお、

ＦＡＸ及び電子メールにて質問内容を送信した際には、必ず電話で受信の確認を行

うこと。 

(2) 提 出 先 川辺町教育委員会事務局 

ＴＥＬ：0574-53-2650（内 513）ＦＡＸ：0574-53-6006 

電子メール：kyouiku@kawabe-gifu.jp 

質問受付期限：令和３年１１月１０日（水）まで 

(3) 回答方法  質問はまとめて電子メールにより全参加事業者へ回答する。なお、軽易な事項（実

施要領及び仕様書の記載内容の確認等）については、その都度個別に回答すること

がある。 

mailto:kyouiku@kawabe-gifu.jp

